
別紙
第38回　東大阪市子ども・子育て会議における委員からの意見要旨及び市の回答

案件 意見の要旨 委員 市の回答

●公立保育所４園の０歳児募集停止となった
が、書面上では待機児童も減っているが、市
民の方々の反応や、ご意見などはどんな状況
なのか？
　待機児童が少なくなったとはいえ、市民の
方が望まれる、「近くで兄弟一緒の施設」と
いう希望がかなわない方の声も聴き、数字の
上での待機児童との違いを感じる。

竹内
委員

●確かに２園分離になっている世帯があることは把握していま
すが、フルタイムで就労している等、選考指数が高い世帯につ
いてはきょうだいで同じ施設に入所できているケースが多いで
す。
　仮に２園分離になったとしても、その解消のために転園の申
込をすれば選考指数に高い加点が付き、定員に入所の余地があ
れば２園分離は解消しやすいように現行の基準で既になってお
ります。

●幼保連携型認定こども園に移行すること
で、２・３号認定児の定員は移行前と同じで
１号認定児の定員が３・４・５歳児でそれぞ
れ２名ずつ増加している。
　施設として定員が160名から166名に増加
しているので、園児一人当たりの保育室の面
積は減少したと思うが、以前から余裕があっ
たということなのか。
　園児一人当たりの保育室の面積が資料の中
に載っていないので、資料提供してほしい。

竹村
委員

●「はるみやこども園」については、保育室の面積に余裕があ
ることから１号定員を新たに設定されました。
　保育室の面積は次のとおりです。
※３歳児室は２室あります。
３歳児　人数17人　保育室52.67㎡　園児一人当たり約3.1㎡
３歳児　人数17人　保育室52.67㎡　園児一人当たり約3.1㎡
４歳児　人数35人　保育室80㎡　 　園児一人当たり約2.3㎡
５歳児　人数35人　保育室80㎡　 　園児一人当たり約2.3㎡

●企業主導型保育事業等の質の担保等につい
ても、市でも一定確認頂きたい。 中川

委員

●企業主導型保育事業に対しては、認可外保育施設として市の
立入調査や巡回支援事業を実施しており、職員体制や保育の内
容について確認をしております。

●「はるみやこども園」の幼保連携型認定こ
ども園への移行について、１号認定の子ども
が認められたら、現在園の子どもがもし２
号・３号認定の資格がなくなったとしても、
退所することなく通えることができていいと
思う。
（１号認定の子どもが、長期休業時の幼稚園
型一時預かり時間が９時～13時になるの
が、少し気になるが）

野中
委員

●会議終了後に、「はるみやこども園」から長期休業日におい
ても17時まで園児を預かると連絡があり変更いたしました。

案件（１）

令和３年度
認可施設に
ついて



別紙
案件 意見の要旨 委員 市の回答

●待機児童の状況について、前年に比べて待
機児童は減少しているように見えるが、未入
所児童はそれほど減少していないように見え
るがその内訳が知りたい。
　小規模保育園で働いているが、入所決定時
期になると待機児童は存在するのに自身の園
では定員割れしてしまうという事が毎年起こ
る。小規模保育園など全体の園数が年々増え
ている中で、現在、保育園の申込の候補が第
４希望までとなっているが、４つしか選択で
きないため人気の園に希望が集中することと
なり、小規模保育園への希望が書けず定員割
れしやすいのではないかと考えている。検証
してほしいと思う。

川南
委員

●未入所児童数はその多くが１歳児であり、実際１～５歳児の
新規入所の申込数のうち半分近くが１歳児です。
　小規模保育施設の場合、０歳児６人・１歳児６人・２歳児７
人という編成にしているところが多く、このケースだと当初の
募集人数は１歳児で０人、２歳児でも１人になるため、申込の
際に小規模保育施設が希望施設に入らないことが多いです。
小規模保育施設から他の施設への転園の申込をして、それがか
なうケースが例年あり、これが小規模保育施設の１歳児や２歳
児のクラスで起こると定員割れが発生することがあります。
小規模保育施設の１歳児以上のクラスで定員割れを起こす場
合、希望施設の数というよりはこのパターンが多いです。

●待機児童の減少は本市教育・保育行政の成
果だと認められる。待機０人が近づいている
と思う。

高山
委員

ー

●毎年１歳児の入所希望が多く、０歳児以上
に入所希望がかなわない方が多いように思
う。１歳児の募集枠の増員や、状況によれ
ば、今回０歳児募集停止の公立４園の１歳児
の枠を来年度残すことを検討していただき、
より多くの市民の方が希望の園に入所できれ
ばと思う。

竹内
委員

●民間施設の整備により需要が満たされる見込みであることか
ら、公立の就学前教育・保育施設の再編整備計画に基づき、公
立４園の入所募集停止を実施しており、今後、需給バランスの
大幅な変化などが生じれば、計画について見直すこととなりま
す。

●「白鳩チルドレンセンター東大阪」の２・
３号認定児の定員は変更なしで１号認定児の
み６名から15名に増加している。資料説明
には何も書いていないが、なぜ１号認定児の
み定員を増加したのか、９名増加したことで
園児一人当たりの保育室の面積は減少したと
思うが、以前から余裕があったということな
のか。
何故、余裕がある中で２号認定児ではなく１
号認定児の定員を増やしたのか疑問に思う。
その他の施設「アーバンチャイルドこども
園」「西若宮こども園」も同様に余裕がある
のなら、２号認定児ではなく、なぜ１号認定
の定員を増やしたのか分からない。
１号認定児の定員はどこを見ても余裕があり
待機児童はいない状況なので、幼稚園では定
員増が認められない状況である。その中で、
どのような理由でどのような審査をして認め
られているのか教えてください。

竹村
委員

●「西若宮こども園」は、老朽化に伴う増改築（建て替え）に
より、２・３号認定を１０名増加、「アーバンチャイルドこど
も園」は、待機児童の解消のため、増築により２・３号認定を
６０名増加いたしました。また、「白鳩チルドレンセンター東
大阪」では、他の事業に活用していた部屋を保育室に転用した
ことから定員が増加しております。
　今年度は、施設の改築・増築等に併せて、施設全体の定員を
見直したことから１号認定についても変更を認めました。竹村
委員のご指摘のとおり、定員変更については地域の状況等を勘
案し検討してまいります。

●参考資料として企業主導型保育事業の現状
が載っており、現状が良くわかり資料提供は
有難かった。改めて企業主導型保育事業の利
用児童の多さに驚いた。安心安全な保育がな
される上で、市として企業主導型保育事業へ
の研修や聞き取り調査指導等は考えているの
か？また今後も企業主導型保育事業が増える
なかで、どれくらいの待機児童・未入所児童
解消を見込んでいるのか？

中泉
委員

●企業主導型保育事業に対しては、認可外保育施設として市の
立入調査や巡回支援事業を実施しております。認可外保育施設
としては、開園後３０日以内に市へ届出書の提出義務がありま
す。市では、届出書提出後、概ね1カ月以内に立入調査を実施
し、保育士の配置状況などを確認しております。また、認可外
保育施設の保育士を対象とした研修を年３回実施しており、企
業主導型保育事業の保育士も参加することができます。
　また、企業主導型保育事業の利用者は、待機児童から除くこ
とになっております。令和２年４月時点で待機児童は３８名で
した。保育所申込者の減少や認可保育施設の増築等による７０
名の定員増、また新たな企業主導型保育事業が開園することか
ら、前年度より減少すると見込んでおります。

案件（２）

各施設の
利用定員
について



別紙
案件 意見の要旨 委員 市の回答

●小規模保育の増大で、３歳児以降の連携等
も確保されているか、それを利用する保護者
も理解できる周知もお願いしたいと思う。

中川
委員

●本市では、卒園後の連携先を必ず確保しています。保護者に
配布している「保育施設案内」に連携先の施設を掲載し周知を
図っております。

●各施設の利用定員について、各園の事情に
より増減しているが、子どもの減少、保育士
の人数や施設の環境により各施設の諸事情あ
ると思う。
　公立保育所の０歳児の利用が減るが、その
分新規施設ができるとのこと。小さい園が各
地にできて、遠くに行くより通いやすく預け
やすくなるなら、車で移動できない方などに
はベビーカーで通える範囲にあったほうがい
いと思うので、色んな所に預けられる場所が
できるのはいいと思う。
ただ、市内でもどんどん新しい企業内保育所
を目にする。施設の建物などは認可されるの
に決まりや目で見てわかる部分があると思う
が、保育士など人的部分は開所してからしか
わからないと思う。実際認可された園の様子
や監査的なことはどうやって確認しているの
か？
　新しい企業内保育園でも公立で０歳児を入
所してた時と同じように（離乳食など民間で
対応していけるように）０歳児保育士人員や
調理の人材への補助金上乗せ・保育の質の訪
問確認など確実に行うなどしてほしいと思
う。
　施設が多くなり、子どもが減るといつかつ
ぶれていく園も出てくると思う。保育の質が
落ちないよう突然の訪問をするなど、いつも
の保育がちゃんとできてるかの確認だけはし
て、ずっと見守ってほしいと思う。

野中
委員

●企業主導型保育事業は、国が実施する事業となりますので、
新規開園の決定や運営費の支給は、国が直接実施しておりま
す。企業主導型保育事業は、市との関係では、認可外保育施設
となりますので、開所後３０日以内に市へ届出書の提出義務が
あります。市では、届出書提出後、概ね１カ月以内に、立入調
査を実施し、保育士の配置状況などを確認しております。ま
た、巡回支援事業は、保育施設に事前連絡なしで訪問し、日常
の保育を確認しております。安心・安全に保育がされるよう
に、立入調査・巡回支援事業を実施してまいります。

●１号認定児の利用定員の変更が数園見受け
られるが、支援計画に基づく変更であるの
か、施設の希望に柔軟に対応した対応なの
か？現在どのように進められているのか教え
てほしい。
　入所児童数の減少が予測されるが、利用定
員の変更手続き（１号に限らず２号、３号も
含めて）について、今後どのような対応を検
討しているのか？

好川
委員

●「西若宮こども園」は、老朽化に伴う増改築（建て替え）に
より、２・３号認定を１０名増加、「アーバンチャイルドこど
も園」は、待機児童の解消のため、増築により２・３号認定を
６０名増加いたしました。また、「白鳩チルドレンセンター東
大阪」では、他の事業に活用していた部屋を保育室に転用した
ことから定員が増加しております。
　また、２・３号認定を含め利用定員の変更については、保育
ニーズ等の動向を注視して検討してまいります。

案件（２）

各施設の
利用定員
について



別紙
案件 意見の要旨 委員 市の回答

●企業主導型保育所がたくさんできるので、
以下の点について、次回の会議の時でも結構
なので回答をお願いしたい。
・企業主導型保育事業に対して、東大阪市で
は、実際にどのような点においてどの程度の
関与が可能となっているのか？可能な限り具
体的に示してもらいたい。
・それぞれの企業主導型保育所に配置されて
いる資格を有する職員の割合について。

井上
委員

●企業主導型保育事業に対しては、認可外保育施設として市の
立入調査や巡回支援事業を実施しております。市では、認可外
保育施設の基準として、職員配置や健康管理・安全確保等の確
認を実施しております。また、企業主導型保育事業としての基
準の確認は、公益財団法人児童育成協会において実施されてお
ります。
（参考資料：国通知　認可外保育施設に対する指導監督の実施
について）
・企業主導型保育所の必要保育士数は、認可保育施設と同程度
の職員配置が求められており、立入調査において確認をしてお
ります。

●教育・保育の質向上のためにも働き方改
革、人員のゆとり等に貢献できる会議であり
たい。

高山
委員

ー

●入所申し込みのあり方について、今年度は
コロナ禍の中の募集で郵送での申し込みにな
り、直接お会いして市民の方の生の声を聴く
ことができなかったように思う。特に、外国
籍の方にはわかりにくく申し込みができな
かった声も聴いた。安全対策を行いながら、
電話、リモート、面接など個々のケースに寄
り添った丁寧な、申し込み方法を検討してほ
しい。

竹内
委員

●令和４年度入所に向けての保育所入所申請につきましても郵
送での申請を想定しております。
　ご指摘いただいた点も含めて丁寧な対応を検討してまいりま
す。

●企業主導型保育事業の現状が35施設で定
員728人で、今年度11園199人の定員が増加
すると説明にあったが、定員の詳細と子ど
も・子育て支援事業計画における今後の位置
付けについて教えてほしい。
　また、企業主導型保育事業への東大阪市の
関わり方についても教えてほしい。

竹村
委員

●企業主導型保育事業は、待機児童解消のため、国が推進して
いる事業所内保育事業であり、国通知により事業計画の確保方
策に含めることができることになっています。本市の事業計画
では、既存の35施設について、施設の利用状況を勘案して第二
期事業計画の供給量に計上しております。なお、令和２年度に
開園が決定した11園分は、事業計画で見込んでおりません。

●一部の留守家庭児童育成クラブについて裁
判中であるとのこと。この件、保護者には一
通のメールのみで直接説明すらない状況であ
る。コロナ禍もあるとは思うが、行政からの
説明会などの予定はないのか？子どもを預け
る立場として預ける側と預かる側に平等性が
あるのか疑問に思う。

●年末に市内小学２年の女児虐待のニュース
があがっていた。児童虐待について子ども子
育て会議で取り上げるべき課題ではないか？
今年度より新たに設置された子ども見守り相
談センターがどれほど機能しているのかも気
になる。
　本来子育て支援がどうあるべきか、そのよ
うなことを話しあう場を求める。

中泉
委員

●一部の法人が市を相手に提訴しておられましたが、結論が出
るまでの間それによって何かが変わるということはなく、市と
しては保護者が安心して児童を預けられるよう、また裁判に
よって児童や保護者に混乱を生じることがないよう、通常通り
留守家庭児童育成クラブを運営するということと、令和２年度
に実施した、留守家庭児童育成クラブ事業運営・管理業務委託
プロポーザルにおいて選定した事業者が令和３年４月から円滑
に各留守家庭児童育成クラブを運営できるよう新旧の事業者間
で引継ぎを進めていくということに注力して取り組んでおりま
した。
●これまで3福祉事務所に配置していた児童と家庭の相談を担当
していた家庭児童相談室を市役所7階に集約し、子ども見守り相
談センターを昨年4月に開設しました。子ども見守り相談セン
ターは、子育てや子どもの発達や障害、不登校等の相談や児童
虐待の相談・通告窓口を担当しております。センターでは、相
談通告を担当する子ども相談課と要保護児童等の継続的な支援
を行う地域支援課の2課体制で、要保護児童対策地域協議会を活
用し、児童虐待の再発防止と児童虐待防止（オレンジリボン）
の啓発に努めております。

●民間施設が増えているが、公立について考
えさせられる。小・中との連携を大切にして
きたこと、「０歳からの人権教育」を今後ど
うしていくのか。

福田
委員

●民間施設に対しては、実地指導、巡回支援事業、職員向け研
修を実施し、子どもの一人一人の成長や発達に即した丁寧な保
育が提供されるように努めています。

●国主導であることは理解しているが、企業
主導型保育事業の今後の取り扱いについて東
大阪市の見解を教えてほしい。（新規参入な
ど制限なく認めていくのかなど）

好川
委員

●企業主導型保育保育事業は、国が実施する事業となっており
ますので、市が新規参入を制限することはできません。国へは
東大阪市の現状に即した決定をしていただけるように情報提供
をしてまいります。

その他










































